
　この基準の適用者は，
　　「大学院生」，「特別専攻科生」，「外国人留学生」です。
　　「日本学生支援機構の給付奨学金」に連動した授業料免除には適用されません。

家計基準の適格者とは：同一生計の家族の総所得金額が収入基準額以下である者をいいます。

　　　◆ただし，免除枠に上限があるため，免除適格者が必ずしも免除になるとは限りません。

次頁に計算方法のモデルケースを記載しています

○総所得金額算出方法　　　

　①給与所得とは ・・・・ －

　②その他の収入と
は

・・・・

収入金額

控除額

Ｂ特別控除

国公立 私立 国公立 私立 国公立 私立 国公立 私立 国公立 私立

自宅通学 74万円 133万円 39万円 88万円 36万円 102万円 41万円 88万円 39万円 88万円

自宅外通学 121万円 180万円 69万円 118万円 81万円 147万円 71万円 117万円 69万円 118万円

本人を対象とする控除

父母以外の者で収入を
得ている者のいる世帯

母子・父子世帯

多子世帯 本人を含む就学者及び就学前の子が３人以上いる世帯で，３人目から１人につき，50万円

障害者のいる世帯

長期療養者 療養のため，恒常的に特別な支出をしている年間金額

家計支持者別居 単身赴任等による別居のため，特別に支出している金額。　上限71万円

災害等

次頁に収入基準額表があります。

※一世帯の中に，複数の給与収入者がいる場合は，それぞれの給与所得額を計算したものを合算する。

【 家 計 基 準 】

総所得金額　＝　①（給与所得）　＋　②（その他の所得）　－　Ｂ（特別控除）

給与収入金額（源泉徴収票の支払金額） Ａ（給与所得の必要経費）

※給与，賞与，年金，恩給，専従者給与，遺族年金，失業給付金，扶助料，傷病手当など

※1人が継続して複数の勤務先から給与を受けている場合は，合算した収入額に対して，必要経費を計算
する。

※自営業所得，農業所得，外交員所得，不動産所得，株の配当所得，養育費，山林所得，内職，
給付型奨学金，退職金，保険金（学資保険含む）など

Ａ　給与所得の必要経費
104万円以下 104万円超～200万円 200万円超～653万円 653万円超

収入金額と同額 収入金額×0.2＋83万円 収入金額×0.3＋62万円 258万円

就学者控除(兄弟)
大学

専修学校
高専 高校

中学校

自然災害，火災，盗難等の被害を受けた場合に認められる金額。保険・損害賠償等によって補填
された場合を考慮し，単に被害額や復旧費をそのまま控除するものではありません。

小学校高等課程 専門課程

46万円 31万円

国立学校在学者で前年度授業料免除を受けた場合の控除額は上記金額よりも少なくなります。

自宅通学　23 万円 自宅外通学　70 万円

父母以外の者の所得者1人につき38万円（その所得者が38万円未満の場合はその所得額）
ただし，本人及び配偶者の所得については，控除できない。

99万円

障害者1人につき，99万円



○収入基準額（カッコ内の金額は全額免除の基準）

世帯数

１人世帯

２人世帯

３人世帯

４人世帯

５人世帯

６人世帯

７人世帯

８人以上は，１人増毎
に７人の収入基準額に
右の金額を加算する。

●収入基準額（家計基準の特例条件として，半額免除の対象となります）
　　　　１．長期療養者のいる世帯に属する場合
　　　　２．障害者及び障害者のいる世帯に属する場合
　　　　３．原子爆弾による被爆者及びその子女の場合

世帯数

１人世帯 （特例）

２人世帯 （特例）

３人世帯 （特例）

４人世帯 （特例）

５人世帯 （特例）

６人世帯 （特例）

７人世帯 （特例）

８人以上は，１人増毎
に７人の収入基準額に
右の金額を加算する。

【モデルケース】

☆学部生４人世帯　（父：自営業所得258.2万円，母：パート収入118.6万円，弟：公立高校２年/自宅通学，本人：下宿通学）

   ○ 母：パート（給与収入118.6万円)－106.8万円

＋ － － ＝　　161.0万円

４人世帯全額免除収入基準１７５万円以下のため全額免除の対象

☆学部生３人世帯  （母：パート収入250.8万円，祖母：年金収入98.5万円，本人：ｱﾙﾊﾞｲﾄ収入48万円/下宿通学，養育費：年間36万円）

 　○母：会社員（給与収入250.8万円)－137.3万円　　　　　　　　　　　　　　　　　

 (必要経費)250.8万円×0.3＋62万円

   ○ 祖母：無職（年金収入98.5万円)－98.5万円

＋ － － ＝　  －19.5万円

   ○ 本人：ｱﾙﾊﾞｲﾄ（給与収入48万円)－48万円

３人世帯全額免除収入基準１６２万円以下のため全額免除の対象

☆学部生５人世帯　（父：会社員給与収入657.9万円（別途株配当金あり70万円），母：無職，弟：幼稚園，妹：中学３年，本人：自宅通学）

 　○父：会社員（給与収入657.9万円)－258万円　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 (必要経費)653万円を超える場合は258万円） ＋ - - - ＝　　350.9万円

５人世帯半額免除収入基準３６０万円以下のため半額免除の対象

学部 大学院修士課程・専攻科 大学院博士課程

１６７（　８８）万円以下 １８２（　９６）万円以下 ２５４（１３２）万円以下

２６６（１４０）万円以下 ２９０（１５２）万円以下 ４０４（２１２）万円以下

３０６（１６２）万円以下 ３３４（１７７）万円以下 ４６７（２４５）万円以下

３３４（１７５）万円以下 ３６４（１９２）万円以下 ５０７（２６６）万円以下

３６０（１８９）万円以下 ３９３（２０８）万円以下 ５４８（２８８）万円以下

３７８（１９９）万円以下 ４１２（２１７）万円以下 ５７４（３０２）万円以下

３９５（２０７）万円以下 ４３２（２２６）万円以下 ６０２（３１５）万円以下

１７（　８）万円 ２０（　９）万円 ２８（１３）万円

学部 大学院修士課程・専攻科 大学院博士課程

１８３．７万円以下 ２００．２万円以下 ２７９．４万円以下

２９２．６万円以下 ３１９．０万円以下 ４４４．４万円以下

３３６．６万円以下 ３６７．４万円以下 ５１３．７万円以下

３６７．４万円以下 ４００．４万円以下 ５５７．７万円以下

３９６．０万円以下 ４３２．３万円以下 ６０２．８万円以下

４１５．８万円以下 ４５３．２万円以下 ６３１．４万円以下

４７５．２万円以下 ６６２．２万円以下

１８．７万円 ２２．０万円 ３０．８万円

 (必要経費)118.6万円×0.2＋83万円

  (必要経費)　104万円以下のため収入金額と同額

  (必要経費)　104万円以下のため収入金額と同額

４３４．５万円以下

母子世帯控除

99万円
本人控除

70万円
給与所得の合計

113.5万円

養育費

36万円

給与所得

11.8万円

就学者控除

39万円

本人控除

70万円

父：自営業所得

258.2万円

(その他の所得に

ついては所得金

額をそのまま計上)

給与所得の合計

399.9万円

父：株配当

70万円

(その他の所得に

ついては所得金

額をそのまま計上)

就学者

控除

46万円

本人控除

23万円

多子世

帯控除

50万円


